
● 幼稚園などを無償化の対象として利用するためには、認定申請が必要となります。

● 印西市在住の方が対象です。印西市外の施設をご利用の場合も、印西市への申請が必要です。

1. 利用施設 2. 年　齢
4月1日時点

3. 利用時間 4. 保育の必要性
※裏面参照

預かり保育料の無償化 認　定 認定申請書類

教育時間のみ

な し

＜印西市内の幼稚園＞

・もとの幼稚園

※ 保育料以外の経費(教材

費、送迎費、給食費(※1)、

行事費など)は対象外

（年少～年長クラス）

あ り

1日上限450円×利用日数分

（月額上限 11,300円）

※上限を超える分は保護者負担

１号＋新２号

●教育・保育給付認定申請書

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

●保育を必要とする証明書類

教育時間のみ

な し

（年少～年長クラス）

あ り

1日上限450円×利用日数分

（月額上限 11,300円）

※上限を超える分は保護者負担

１号＋新２号

●教育・保育給付認定申請書

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

●保育を必要とする証明書類

教育時間のみ

な し
または

住民税課税世帯
　　　　　　　　　　　※裏面参照

※ 満３歳児クラスの有

無は幼稚園に要確認

あ り
かつ

住民税非課税世帯
　　　　　　　　※裏面参照

1日上限450円×利用日数分

（月額上限 16,300円）

※上限を超える分は保護者負担

１号＋新３号

●教育・保育給付認定申請書

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

●保育を必要とする証明書類

教育時間のみ

な し

（年少～年長クラス）

あ り

1日上限450円×利用日数分

（月額上限 11,300円）

※上限を超える分は保護者負担

新２号

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

●保育を必要とする証明書類

教育時間のみ

な し
または

住民税課税世帯
　　　　　　　　　　　※裏面参照

※ 満３歳児クラスの有

無は幼稚園に要確認

あ り
かつ

住民税非課税世帯
　　　　　　　　※裏面参照

1日上限450円×利用日数分

（月額上限 16,300円）

※上限を超える分は保護者負担

新３号

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

●保育を必要とする証明書類

教育時間
＋

預かり保育

３～５歳児

満３歳児
（３歳の誕生日～

最初の3/31まで）

教育時間
＋

預かり保育

対象外

新１号

幼児教育・保育の無償化について

※２ 現在もとの幼稚園では預かり保育を実施しておりません。

　　 預かり保育を利用する場合は、他の認可外保育施設・一時預かり等をご利用ください。

教育時間
＋

預かり保育

保育料の無償化

公立幼稚園 無　償

教育時間
＋

預かり保育
　　　　　　　（※２）

３～５歳児

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

　　　　　　　　　　　(法第30条の4第1号・第２号・第３号)

教育時間
＋

預かり保育

副食費の補足給付
(※１　給食費のうち副食費のみ)

月額上限

4,900円

※該当者のみ

・

・

・

・

＜対象者＞

年収３６０万円未満相当世

帯の園児

すべての世帯の小学３年生

以下の子どもから数えて第

３子以降の園児

徴収免除
※該当者のみ

対象外

＜対象者＞

年収３６０万円未満相当世

帯の園児

すべての世帯の小学３年生

以下の子どもから数えて第

３子以降の園児

対象外 １号 ●教育・保育給付認定申請書

１号 ●教育・保育給付認定申請書

１号 ●教育・保育給付認定申請書

対象外 新１号

対象外

新制度幼稚園
「子ども・子育て支援新制度」へ

移行した幼稚園

・
認定こども園
（幼稚園部分）

＜印西市内の幼稚園＞

・原山幼稚園

＜印西市内の認定こども園＞

・どんぐり保育園

・草深こじか保育園

・牧の原宝保育園

・印西ひかりこども園

・Rainbow Wings International

・たかさごスクール千葉ニュータウン

・市川学園 西の原幼稚園

＜印西市内の幼稚園＞

・印西しおん幼稚園

・天神幼稚園

・小林天神幼稚園

・きかり幼稚園

未移行幼稚園
（私学助成）

「子ども・子育て支援新制度」へ
未移行の幼稚園

３～５歳児

保育料以外の経費(教材

費、送迎費、給食費(※1)、

行事費など)は対象外

満３歳児
（３歳の誕生日～

最初の3/31まで）

月額上限
25,700円

※

※

※

無　償

※

入園初年度は月割りした入

園料＋保育料が対象

上限額を超える保育料は保

護者負担

保育料以外の経費(教材

費、送迎費、給食費(※1)、

行事費など)は対象外

印西市
令和８年度前期

いんザイ君©２０１１ 印西市



　　　 　お住まいだった市町村に照会を行い、市町村民税非課税が確認できる場合は、申請書に個人番号を記入し、申請者(保護者)のマイナンバー関係書類を提出するこ

　　　　 とで非課税証明書の添付は省略できます。
　　　〒270-1396　印西市大森2364-2

　印西市役所　保育幼稚園課　入園係

＊ 提出された申請書類の内容を確認し、再提出や追加書類を依頼する場合がありま
す。

申請書・証明書類が不備なく揃って市へ到着してからの審査・認定となります。＊

　　※ 認定の判定に使用する課税年度の基準日の住所が印西市外の場合は、非課税証明書の提出が必要です。

妊娠・出産

・ 医師の診断書

保護者の疾病・障がい

＊ 支所・出張所では受付しておりません。

※ 診断書には「診断名・現在の状況・家庭での保育の可否」を記載してください。

・ 母子健康手帳の写し

就労証明書 (市指定様式） 　　

月60時間以上就労の方

・ 医師の診断書

＊ 認定申請書は利用施設よりお受け取りください。

・

・ 令和７年分の確定申告書(第１・２表)の写し

開業が令和8年以降の場合は、開業届の写し等

＊ 認定申請書の他に保育を必要とする証明書類が必要な場合は添付してご提出くださ
い。

就　学 ・ 在学証明書(入学予定の方は合格通知等)

給付認定

介護・看護 ※

　　※ 原則父母の課税状況にて判定しますが、対象年度の父母の収入金額によっては、同居の親族の課税状況も合算して判定することがあります。

＜保育の必要性 事由一覧＞　保護者ごとに該当する事由に対する証明書類が必要です。 ● 認定までのおおまかな流れ
利用施設　入園内定

事由・要件 保育を必要とする証明書類等　　※各証明書の証明日は、申請書提出前３ヶ月以内のものをご用意ください。
＊ 利用希望の施設で入園の選考・決定をします。詳細は直接園にお問い合わせくださ

い。・ 就労証明書(市指定様式)

※ 雇用主作成のものをご提出ください。

就　労 認定申請
（自営業の場合）

居宅内・外で就労している場合 ・

・ カリキュラム(時間割)の写し

月60時間以上就学している方

その他

育児休業 ・

＊ 提出先は利用施設 または 印西市役所(本庁)保育幼稚園課 入園係窓口(郵送可)で
す。

出産予定日の概ね2か月前～出産後８週

経過した日の翌日の属する月の末日まで

※ 「保護者氏名 と 出産予定日が記載されているページ」をご提出ください。

＊産休中 および 産休取得予定の方は就労証明書も併せてご提出ください。

求職または開業予定の場合 ＊認定後90日以内に就労すること。

認定開始～90日を経過する日が属する月末まで ＊認定終了日を迎えても状況が変わらない場合は、それ以降の継続認定はいたしません。

※ 申立書の様式は任意ですが「住所・保護者氏名・児童氏名・児童生年月日・ご家族の生活状況(保育ができない理由として)・介

護・看護に従事している１日の時間および１か月あたりの日数」を記載してください。月60時間以上従事している方

＊詳しくは「保育幼稚園課 入園係」までお問い合わせください。

・ 災害状況についての申立書

火災、風水害等による災害の

復旧にあたる場合

※ 申立書の様式は任意ですが「住所・保護者氏名・児童氏名・児童生年月日・具体的な災害状況・ご家族の生活状況(保育ができない

理由として)」を記載してください。

求職活動 等 ・ 求職活動申告書

災害復旧
・ 罹災証明書

育休に係る子どもの１歳の誕生日

の属する年度の末日まで

※ 雇用主作成のものをご提出ください。

＊育児休業で認定をお考えの方は、該当しない場合があるため「保育幼稚園課 入園係」までお問い合わせください。

就学または職業訓練校等の職業訓練の場合

　　　　TEL　0476-33-4651（無償化直通）

　　※ 証明日は、申請書提出前３ヶ月以内のものをご用意ください。

　　※ 離婚調停中の方は、申請前に「保育幼稚園課 入園係」までご相談ください。

● 住民税非課税世帯の判定について
　　※ 認定を希望される月により、判定に使用する課税状況の対象年度が異なります。

【問い合わせ先】

＊ 認定の遡りはできませんのでご注意ください。

＊ 認定内容に変更があった場合、変更内容に応じた手続きが必要です。

● ひとり親世帯の方は、戸籍謄本等(写し可)の提出が必要です。

※ 預かり保育料・副食費のご請求につきましては、認定後に別途ご案内いたします。
診断書には「診断名・現在の状況・家族の介護・看護の必要性」を記載してください。

同居(または長期入院等している)親族を

常時介護・看護している場合

・ ご家族の状況についての申立書

保育に支障をきたす病気･ケガまたは

障がいがある場合

・ 障害者手帳等の写し

※ 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳 等をいいます。

就労証明書(市指定様式)

虐待やDV　など

いんザイ君©２０１１ 印西市

幼児教育･保育の無償化について、

各様式のダウンロードはこちらから

印西市子育てポータルサイト

いんざい子育てナビ
➤手当･助成

➤幼児教育･保育の無償化について

認定開始希望月 課税年度の基準日

令和８年４月～８月 令和７年度の課税状況 (令和６年１月１日～令和６年１２月３１日の所得) 令和７年１月１日

令和８年９月～３月 令和８年度の課税状況 (令和７年１月１日～令和７年１２月３１日の所得) 令和８年１月１日

対象年度


